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第１章 総則 

【１】適用 
本基準は、下水道処理区域内の家庭等から発生する生ごみをディスポーザで破砕

したディスポーザ排水を排出する際に、終末処理場などに悪影響を与えないよう、

必要なことを定めたもので、排水設備として下水道に接続するディスポーザ排水処

理システム（以下「システム」という。）の設置及び維持管理について定めるもの

とする。 

【２】基本的な考え方 
本基準は、ディスポーザによって破砕した生ごみを処理することにより、下水道

への流入水質が適正であるとともに、流入する汚濁負荷が増大しないことを基本と

する。 

このことから設置可能なディスポーザは、破砕した生ごみを生物処理又は機械処

理するシステム型のものに限り、生ごみを破砕してそのまま排水する単体型のディ

スポーザの使用は認めない。

なお、本基準は主に一般住宅から発生する生ごみを処理することを目的としたシ

ステムに適用する。

【３】設置申請 
システム型のディスポーザを設置する場合は、排水設備計画確認申請書と併せて

「丹波市ディスポーザ排水処理システムの設置及び維持管理に関する規程（以下、

規程という）。」に基づく届出が必要である。（資料 1） 

(１)事前協議

システムを設置しようとする者は、規程に基づき下水道管理者と十分な協議 

のうえ設置するものとする。 

（２）提出書類

ア 国土交通大臣認定書の写し又は性能基準に適合するとの評価を受けたこと

を証明する書類の写し

イ ディスポーザの構造及び性能を示す仕様書の写し

ウ ディスポーザ維持管理計画書（様式第 1号）

エ 確約書。ただし譲渡又は賃貸を予定している場合は、維持管理業務委託等に

関する確約書（様式第 2号又は様式第 3号）

オ 維持管理業務委託契約書の写し

カ その他市長が特に必要と認める書類
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第２章 性能基準 

【１】システムの構成 
本システムは、次の二つの部位によるものを基本とする。（図-１） 

① 生ごみを破砕する部位（以下「ディスポーザ」という。）

② 破砕された生ごみを排水・処理し、汚濁負荷を低減する部位（以下「排水処

理部」という。）

【２】構成部位の機能 
（１）ディスポーザ

ディスポーザは、安全性と排水処理部の機能が十分に発揮される性能が必要

となり、所定の法令等に適合していることを明確に示していること。 

（２）排水処理部

排水処理部は、ディスポーザ排水を専用の排水管で排水させ、有効に処理す

るものでなければならない。（図-２） 
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【３】システムの設置条件 
（１）システムの設置者は、システムを設置する場合、排水設備としての所定の届

出を行うとともに、設置工事を行う者は、システムが正常に機能するよう確実な

設置をしなければならない。また、システムを製造又は販売する者は、システム

の設置者及び設置工事を行う者に対して適切な指導や助言を行うこと。

（２）本基準の前提となるシステムは一般住宅に設置する場合を対象としたもので

ある。 

（３）設置できるシステムは、国土交通大臣の認定する機器又は第三者機関による

適合評価に合格した機器に限る。 

評価をする第三者機関は、次のとおりとする。 

ア 工業標準化法に基づく指定認定機関、承認認定機関、指定検査機関又は承認

検査機関

イ 工業標準化法による日本工業規格の校正機関及び試験所の能力に関する一

般要求事項（JIS Z 9325 又は JIS Q 17025）に適合する認定試験所

ウ 平成13年国土交通省告示第44号による廃止前の民間開発建設技術の技術審

査・証明事業認定規程（昭和 62 年建設省告示第 1451 号）に基づく審査・証明

事業を実施する法人

エ 官公庁の試験機関又は独立行政法人の試験機関

オ 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の大学

カ 前各号に掲げるもののほか、システムの構造、性能等に関し専門的な知識を

有する職員を確保し、評価業務の執行について公平性及び中立性を有するとと

もに、財政的な安定性を有する法人。なお、法人の主な役員にシステムを製造

又は販売する関係者を含まないものとする。

注）評価機関は、システムの製造又は販売するものと利害関係のある場合には評

価できない。 

（４）生物処理タイプのディスポーザを設置する場合、臭気上の問題が生じないよ

う十分な臭気防止策を講ずること。 

（５）機械処理タイプのディスポーザを設置する場合、排水処理部を物理的又は電

気的な方法により切り離せないよう対策を講じ、ディスポーザを単体で使用でき

ない構造とすること。 

【４】システムの施工 
（１）ディスポーザ本体は清潔に保てるように、清掃などが容易に行える構造のも

のを使用すること。 

（２）ディスポーザは運転時に振動が周囲に伝わらないように設置すること。

（３）ディスポーザの内面に注水口がある装置の給水は、適切な逆流防止措置を講

じること。 
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（４）排水処理装置は省資源及び環境に配慮し、安全衛生上支障が無いように設置

すること。 

（５）生物処理タイプを設置する場合の排水は必ず専用配管とし他の排水管が接続

されないようにすること。 

（６）生物処理タイプの排水処理装置は臭気が発生するため、敷地の位置や建物の

設置状況から適切な処置を講じこと。 

（７）ディスポーザの排水通気管は専用配管とすること。

【５】システムの維持管理 
（１）維持管理

システムについては、国土交通大臣の認定又は第三者機関による適合評価に

合格したものであれば、適切な維持管理を行っている限り、公共下水道へ接続

しても影響は少ないものと判断している。 

しかし、適切な維持管理が行われないと設置当初の機能が損なわれ、悪臭や

硫化水素ガスが発生することで、コンクリート製の下水道管やマンホール等の

構造物を腐食させるほか、宅内排水設備の配管や下水道管で閉塞を起こすこと

につながる。さらに、終末処理場では流入する汚濁負荷が増大することで処理

機能が低下し、処理水に悪影響を及ぼす恐れがある。 

このことから設置後は、システムの維持管理に関して専門の維持管理業者へ

保守等を委託し、適正な維持管理に努めなければならない。 

また、システムを製造又は販売する者は、システム設置後においても維持管

理データを確認・保管するなど、適切な維持管理が行われる措置を講ずるもの

とする。 

（２）保守点検

システムを製造又は販売する者は、専門の維持管理事業者を定め、システム

の機能保持及び各単位装置の保全のため、具体的な点検項目（清掃、修繕、水

質検査、汚泥引抜等）及び頻度を明確にした維持管理計画を作成するものとす

る。 

（３）水質管理

システムからの処理水質については、各項目について年 1回以上の水質検査

を行うものとする。 

なお、設置後の水質検査が困難な機械処理タイプ等のシステムは、耐用年数

の 1.5 倍以上の耐久性、耐摩耗性等を有し、排水処理部からの処理水質が長期

にわたり保証される試験結果及び年 1回以上の保守点検の実施をもって、水質

の維持を確認するものとする。 
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（４）汚泥管理 

生物処理タイプの汚泥管理は、年 1回以上の汚泥引抜きを基本とし、保守点

検結果により必要に応じて引き抜きを行うものとする。なお、汚泥引抜回数は

持続した維持管理に支障のない一般的な頻度でなければならない。 

 

（５）乾燥ごみ等の管理 

機械処理タイプの乾燥ごみ等の管理は、堆積状況の点検方法や取出し頻度を

明確にし、使用者へ十分周知を図るとともに異常時の安全対策の徹底を行うも

のとする。 

 

（６）使用者への周知 

システムを製造又は販売する者は、使用者に対しシステムの適正な使用方法

等に関する周知を行う。 

 

（７）維持管理データの保管および報告 

システムを適切に維持管理するために、システムを製造又は販売する者は専

門の維持管理事業者が行う保守点検、水質管理、汚泥管理等のデータを 3年間

保管するとともに、下水道管理者もしくは評価機関からその提出を求められた

時は、速やかに報告するものとする。 
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第３章 資料 

【１】ディスポーザ排水処理システムの設置に係る手続きフロー

システム設置者（申請者） 下水道管理者（丹波市） 

①システム設置申請 
排水設備計画確認申請と併せて、ディス

ポーザ排水処理システム維持管理計画書

等を提出 

②申請書の受付及び内容の審査 
排水設備計画確認申請とディスポーザ排

水処理システム維持管理計画書等の受

付及び内容の審査 

 

③確認書の交付 
工事内容についての審査が適正であれば

確認書を交付 
④工事の着工 
工事内容に変更が生じた場合はその都度

変更申請をする。 

⑤工事の完了 
排水設備工事完了届の提出及び完了検

査を依頼 

⑥完了検査の実施 
排水設備工事完了届の受理後、排水設

備と併せてディスポーザ排水処理システムの

完了検査を実施し適正であれば検査済証

の発行 ⑦使用開始 
排水設備及びディスポーザ排水処理システ

ムの使用開始 

⑧システムの維持管理開始 維持管理に関する指導等 

（資料提出・報告等） 

ディスポーザ排水処理システムの維持
管理の実施 
（配管の清掃、水質管理、記録等の保

管、市の公共下水道維持管理への協力） 
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①システム設置の協議 
設置予定のシステムについて適正の可否を

確認 

②システムの審査 
第三者評価機関の適合評価を確認 

 

③回答 
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【２】維持管理計画の例（下水道排水設備指針と解説-2004 年版-引用） 
（１）保守点検 

 標準的な保守点検頻度 

種  別 点 検 頻 度 

20 人以下 4 か月に 1 回以上 

21 人～300 人以下 3 か月に 1 回以上 

301 人以上 2 か月に 1 回以上 

生物処理タイプ 

大規模な施設 
（設計処理水量 50 ㎥／日以上の施設） 

1 か月に 1 回以上 

機械処理タイプ 1 年に 1 回以上 
（機械毎に設定） 

 

 

 保守点検の標準的な管理項目 

単 位 装 置 
ディスポーザ排 水 
による特別な現象 

管 理 項 目 
日 常 点 検 

好気可溶化槽 
・ディスポーザ粉砕物の蓄積、

腐敗による臭気発生 

・槽内の攪拌 

・ばっ気風量の確保 

・マンホールの密閉 

嫌気可溶化槽 

・ディスポーザ粉砕物の蓄積、

腐敗による臭気発生 

・固液分離機能の低下 

・スカムその他浮遊物の状況 

・移流管の移流状況 

・移流管詰まりの有無 

生
物
処
理
タ
イ
プ 好気処理槽 

（接触ばっ気槽、

好気ろ床槽等） 

・有機物負荷量増大による

放流水質の低下 

・ばっ気状況の確認 

・散気管の目詰まり 

・発砲の有無 

・逆洗ばっ気状況の確認 

・槽内汚泥量の調整 

機
械
処
理
タ
イ
プ 

固液分離装置 

乾燥装置 

・固液分離機能の低下 

・ディスポーザ粉砕物の残渣、

腐敗による臭気発生 

・駆動部、摩擦部の状況 

・装置の異音、ガタツキ、破損の有無 

・消耗品の交換、確認 

・機器の目詰まり 

・槽内の攪拌状況 

・加温部の状況 

・乾燥ごみの堆積状況 

・消耗品（バイオ薬剤、乾燥剤等）量の調

整、確認 
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（２）水質管理 

 標準的な水質検査頻度 

処理対象人員等 期 間 

20 人以下 

21 人～300 人以下 

301 人以上 

1 年に 1 回以上 

生物処理タイプ 

大規模な施設 
（設計処理水量 50 ㎥／日以上の施設） 

3 か月に 1 回以上 

 
 
（３）汚泥管理 

 汚泥処理に関する主な単位装置の特徴及び管理項目 

単 位 装 置 汚泥（固形分）処理の特徴 
管 理 項 目 
日 常 点 検 

沈澱分離槽 ・排水を重力沈降により固液分離する ・固液分離状況 

好気可溶化槽又は

嫌気可溶化槽 
・固形分を好気的又は嫌気的に消化する 

・スカム破壊状況 

・異物の除去 

生
物
処
理
タ
イ
プ 

沈殿槽 
・排水を重力沈降により固液分離し、沈降

した固形分を液化分離槽に返送する 
・固液分離状況 

 
 
 記録の内容と保存期間 

処理方式 記録の内容 記録の保存期間 

生物処理タイプ 

・保守点検結果 

・水質検査結果 

・汚泥の引抜状況 

機械処理タイプ ・保守点検内容 

3 年間 

 



様式第１号（第４条関係） 

ディスポーザ排水処理システム維持管理計画書 

設置場所 丹波市 

住所又は所在地 
使用者 

氏名又は名称 

建物の種類 
一般住宅・集合住宅・事務所等 

（ ） 

製造メーカー 
製造メーカー及び品名 

品 名 

住所又は所在地 
委託業者 

氏名又は名称 

維持管理 点検、清掃、

水質測定等

の項目及び

その実施頻

度

住所又は所在地 
委託業者 

氏名又は名称 

汚泥管理 
抜き取り頻

度及び処分

先等 

備 考 



様式第２号（第５条関係） 

確 約 書 

  

  

 ディスポーザ排水処理システムの設置場所                     

  

 上記に設置するディスポーザ排水処理システムについて、下記の

事項を遵守することを確約します。 

  

記 

１ 本排水処理システムの仕様に基づき適切に使用すること。 

２ 本排水処理システムの所定の性能を保持するよう維持管理に努

めること。 

３ 本排水処理システムを有する建築物の所有権移転又は賃貸を行

うときは、新たな所有者又は賃借人に本排水処理システムの適切

な維持管理を行う義務を継承させ、関係法令等の遵守が求められ

ていることを説明し、その理解を得ること。 

平成 年 月 日 

  丹波市長 様 

使用者 

住所又は所在地 

氏名又は名称           印 

 

 

 

 

 



様式第３号（第５条関係） 

維持管理業務委託等に関する確約書 

  

  

 ディスポーザ排水処理システムの設置場所                    

  

 上記に設置するティスポーザ排水処理システムについて、下記の

事項を遵守することを確約します。 

  

  

記 

１ 本排水処理システムの使用者が決定したときは、速やかに維持

管理業務委託契約を締結し、当該契約書の写し及び様式第2号の確

約書を提出すること、又はこれらの行為を使用者に行わせること。 

２ 前項の書類を提出するまでの間は、本排水処理システムを使用

しないこと。 

   平成 年 月 日 

  丹波市長 様 

           申請者 

住所又は所在地 

氏名又は名称           印 




